
書類を提出する
みなさまへ

行政書士でない者が、他人の依頼を受け、
いかなる名目によるかを問わず
報酬を得て、官公署に提出する
書類の作成を業として
行うことは、法律違反です。
違反行為については、
行為者のほか、その者が所属
する法人に対しても罰則が
適用されます。
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